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Ⅰ 都城市の財務書類の公表について 

１ 地方公会計制度の概要 

 

 国・地方公共団体の公会計制度は、これまで現金収支に着目した単式簿記が採用されて

きました。ところが単式簿記は、発生主義の複式簿記を採用する企業会計と比べ、過去か

ら積み上げた資産や負債などの状況を把握できないこと、また減価償却や引当金といった

会計手続きの概念がないといった弱点がありました。 

 平成１８年６月「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」

が成立しました。また続けて同年８月には総務省から「地方公共団体における行政改革の

更なる推進のための指針」が示されました。これらの法律、指針により、地方の資産・債

務改革の一環として、自治体の資産や債務の管理に必要な公会計をさらに整備することを

目的としました。具体的には、平成１８年５月に公表された「新地方公会計制度研究会報

告書」を基に、国の作成基準に準拠した新たな方式による連結ベースでの財務書類（貸借

対照表、行政コスト計算書、純資産変動計算書、資金収支計算書）の作成及び開示を行う

よう、地方公共団体に対して要請を行いました。 

この要請に基づき各地方公共団体では公会計の整備を着々と進めていきましたが、総務

省は新地方公会計制度の導入にあたり、「総務省方式改訂モデル」と「基準モデル」の二つ

のモデルを示していました。さらに東京都は東京都方式、大阪府は大阪府方式と複数ある

ことで他団体比較ができない等の問題が生じていました。このため総務省は平成２５年８

月に「研究会 中間とりまとめ」を公表、平成２６年３月に「地方自治体における固定資

産台帳の整備等に関する作業部会報告書」「財務書類作成基準に関する作業部会報告書」を

公表しました。 

そして、平成２７年１月に統一的な基準による地方公会計マニュアルが公表され、すべ

ての地方公共団体へこの統一的な基準での財務書類を平成３０年３月までに作成するよう

要請されました。 
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２ 都城市の取り組み 

 

 こうした状況の中、都城市では、平成２７年度決算から、固定資産台帳の整備を行い、

統一的な基準による財務書類を作成しました。一般会計等、全体会計及び、連結会計まで

の財務書類を作成しています。 

 このことにより、現金の取引情報にとどまらず資産や負債の状況も把握できるようにな

りました。住民にとっても都城市の財務状況がどういったものであるかを判断することが

出来る材料の１つになっているものと期待されます。 

 

３ 統一的な基準の特徴 

 

 統一的な基準による財務書類の特徴として大きく３つ挙げられます。 

①発生主義・複式簿記の導入 

②固定資産台帳の整備 

③比較可能性の確保 

 

４ 作成基準日 

 

作成基準日は、各会計年度の最終日としました。今回の平成２８年度決算分では平成２

９年３月３１日となります。なお、地方公共団体に設けられている出納整理期間（翌年度

４月１日から５月３１日までの間）の収支については、基準日までに終了したものとみな

して取り扱っています。 
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５ 作成対象とする範囲 

 

※全体会計とは、一般会計に特別会計や公営企業会計を含めた会計で、連結会計とは、全

体会計に一部事務組合などの関係団体を含めたものです。公営企業会計に移行を予定して

いる御池簡易水道事業特別会計、簡易水道事業特別会計については、移行期間中は連結範

囲外とし、公営企業会計移行後の決算から連結を行います。また、平成 29年度に公営企業

会計に移行した下水道事業会計、農業集落排水事業会計は、平成 29年度決算分から連結を

行います。 

  

一般会計

整備墓地特別会計

食肉センター特別会計

国民健康保険特別会計（事業勘定）

国民健康保険特別会計（診療施設勘定）

後期高齢者医療特別会計

公設地方卸売市場事業特別会計

工業用地造成事業特別会計

介護保険特別会計

電気事業特別会計

水道事業会計

都城まちづくり株式会社

青井岳温泉株式会社

株式会社レイク観音

株式会社くえびこ山田

高崎町星の郷総合産業株式会社

一般財団法人　都城市体育協会

一般財団法人　都城圏域地場産業振興センター

公益財団法人　都城市文化振興財団

社会福祉法人　常陽社会福祉事業団

都城市土地開発公社

宮崎県後期高齢者医療広域連合（一般会計）

宮崎県後期高齢者医療広域連合（特別会計）

連
結
会
計

全
体
会
計

一

般

会

計

等

特
別
会
計

地方公社
第三セクター

一部事務組合
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Ⅱ 一般会計等財務書類 

１ 貸借対照表（平成２９年３月３１日現在） 

 

地方公共団体の決算書は、１年間で、どのような収入がいくらあり、その収入を何にい

くら使ったか、という単年度の状況は把握できますが、現在、どれだけの資産や負債があ

るのか、という情報は把握ができません。 

この貸借対照表では、基準日現在で、どれだけの資産や負債があるのかを把握できます。 

左側の「資産」は、保有する資産の内容や額が記載してあります。 

右側の「負債」及び「純資産」は、「資産」を形成するためにどのような財源措置をしてき

たかを表しています。 

「負債」は、今後、負担すべき債務であることから将来世代に対しての負担ととらえる

ことができ、一方で、「純資産」は、今後負担する必要性のない資産、言い換えればこれま

での世代や現在の世代、または国、県が負担した分となります。 

 

 

 

  

（単位：百万円）

金額 割合 金額 割合

1.固定資産 320,396 98.1% 1.固定負債 79,241 24.3%

（1）有形固定資産 281,517 86.2% 　　　（1）地方債 67,687 20.7%

　　　事業用資産 95,932 29.4% 　　　（2）長期未払金 - 0.0%

　　　インフラ資産 177,455 54.3% 　　　（3）退職手当引当金 11,391 3.5%

　　　物品 8,129 2.5% 　　　（4）損失補償等引当金 - 0.0%

（2）無形固定資産 112 0.0% 　　　（5）その他 163 0.0%

（3）投資その他の資産 38,767 11.9% 2.流動負債 8,563 2.6%

      投資及び出資金 1,521 0.5% 　　　（1）1年内償還予定地方債 7,498 2.3%

      投資損失引当金 △ 16 0.0% 　　　（2）未払金 - 0.0%

      長期延滞債権 970 0.3% 　　　（3）未払費用 - 0.0%

      長期貸付金 457 0.1% 　　　（4）前受金 - 0.0%

      基金 35,882 11.0% 　　　（5）前受収益 - 0.0%

      その他 - 0.0% 　　　（6）賞与等引当金 710 0.2%

      徴収不能引当金 △ 46 0.0% 　　　（7）預り金 304 0.1%

2.流動資産 6,165 1.9% 　　　（8）その他 50 0.0%

（1）現金預金 1,928 0.6% 　負債の部合計 87,804 26.9%

（2）未収金 202 0.1% （1）固定資産等形成分 324,449

（3）短期貸付金 271 0.1% （2）余剰分（不足分） △ 85,692

（4）基金 3,782 1.2% （3）他団体等出資分

（5）棚卸資産 1 0.0%

（6）その他 - 0.0%

（7）徴収不能引当金 △ 19 0.0% 　純資産の部合計 238,757 73.1%

　資産の部合計 326,561 100.0% 　負債及び純資産の部合計 326,561 100.0%

　※表示金額は百万円単位となっており、四捨五入のため合計金額に齟齬が生じる場合があります。

貸借対照表
資産の部 負債及び純資産の部

勘定科目
一般会計等

勘定科目
一般会計等
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これまでに都城市では、一般会計等ベースで約３，２６６億円の資産を形成してきてい

ます。その資産のうち、８６．２％は土地や建物、工作物などの有形固定資産及びソフト

ウェアなどの無形固定資産で形成されています。また、基金は固定資産、流動資産合わせ

て約３９７億円所有しており、資産の１２．１％を占めています。 

一方で、将来世代が負担すべき負債は約８７８億円となっており、資産に対して２６．

９％となっています。負債の多くを占めるのは、地方債が約７５２億円、退職手当引当金

が約１１４億円です。なお、地方債の中には、国からの地方交付税措置を受ける臨時財政

対策債が約２８１億円あります。 

純資産は形成した資産に対して負担の必要がない金額を指しており、資産に対して７３．

１％となっています。この中で、余剰分（不足分）が約△８５７億円となっていますが、

これは基準日時点における金銭必要額を指しており、ほぼ全ての地方公共団体がマイナス

になることが予想されます。 

 

用語解説（用語は連結会計まで同じ考え方になります） 

固定資産 

事業用資産･･････公共サービスに供されている資産でインフラ資産以外の資産 

（例：庁舎、学校、公民館、市営住宅、福祉施設、収益事業の施設

など） 

インフラ資産･･････社会基盤となる資産 

（例：道路、橋、公園、上下水道施設など） 

物品･･････車輛、物品、美術品、機械装置等 

無形固定資産･･････ソフトウェア、ソフトウェア（リース）など 

投資及び出資金･･････有価証券、出資金、出捐金 

投資損失引当金･･････連結対象団体への出資金の実質価格が低下した場合に計上 

長期延滞債権･･････滞納繰越調定収入未済分 

長期貸付金･･････自治法第 240条第 1項に規定する債権である貸付金 

         （流動資産に区分されるもの以外） 

基金･･････流動資産に区分される以外の基金（その他の基金・減債基金） 

その他･･････上記以外及び徴収不能引当金以外のもの（長期前払金、株式会社のその

他の投資等） 

徴収不能引当金･･････未収金や貸付金等の金銭債権に対する将来の取立不能見込額 

（不納欠損額）を見積もったもの（長期延滞債権） 

 流動資産 

現金預金 ･････現金や普通預金を指し、歳計外現金も含む 

未収金･･････市税や使用料などの未収金 

短期貸付金･･････貸付金のうち、翌年度に償還期限が到来するもの 
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基金･･････財政調整基金、減債基金 

棚卸資産･･････売却を目的として保有している資産 

その他･･････上記以外及び徴収不能引当金以外のもの（前払金、仮払金など） 

徴収不能引当金･･････未収金や貸付金等の金銭債権に対する将来の取立不能見込額 

（不納欠損額）を見積もったもの（未収金分） 

 固定負債 

地方債･･････地方公共団体が発行した地方債のうち、償還予定が 1 年超のもの及び、

土地開発公社、第三セクターの長期借入金 

長期未払金･･････自治法第 214条に規定する債務負担行為で確定債務とみなされる 

          もの及びその他の確定債務のうち流動負債に区分されるもの以外 

退職手当引当金･･････原則期末自己都合要支給額 

損失補償等引当金･･････履行すべき額が確定していない損失補償債務等のうち、 

           地方公共団体財政健全化法上、将来負担比率の算定に含めた 

           将来負担額を計上 

その他･･････上記以外の固定負債（長期性リース債務等） 

 

 流動負債 

1年内償還予定地方債･･････地方公共団体が発行した地方債のうち、1年以内に償還 

予定のもの及び、土地開発公社、第三セクターの短期借入 

金 

未払金･･････基準日時点までに支払義務発生の原因が生じており、その金額が確定し、 

        または合理的に見積もることができるもの 

未払費用･･････一定の契約に従い、継続して役務の提供を受けている場合、基準日時

点において既に提供された役務に対して未だその対価の支払を終え

ていないもの 

前受金･･････基準日時点において、代金の納入は受けているが、これに対する義務 

        の履行を行っていないもの 

前受収益･･････一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合、基準日時点に 

         おいて未だ提供していない役務に対し支払を受けたもの 

賞与等引当金･･････基準日時点までの期間に対応する期末手当・勤勉手当及び 

           福利厚生費 

預り金･･････基準日時点において、第三者から寄託された資産に係る見返負債 

その他･･････上記以外の流動負債（短期性リース債務等） 
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２ 行政コスト計算書（平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日） 

 

行政コスト計算書は、民間企業の損益計算書にあたるもので、行政運営にかかったコス

トのうち、例えば人的サービスや給付サービスなど、資産形成につながらない行政サービ

スに要したコストを表したものです。また、実際に現金の支出を伴うサービスのほかに、

減価償却費や退職手当引当金などの現金支出を伴わないコストまでを含んで表しています。 

さらに、その行政サービスの提供に対する直接の対価である使用料や手数料といった受

益者負担がどの程度あったかを把握することができます。 

経常費用と経常収益の差額である純行政コストは、受益者負担以外の市税や地方交付税，

国庫支出金・県支出金などで賄わなければならないコストを表すことになります。 

こうしたコストを把握することは、市の内部的には行政活動の効率性につながり、また、

単年度の資産形成費用の多寡にのみ着目せずに、長期的なコスト意識を醸成することにも

つながるものと考えられます。さらにこれらのコストに対し、使用料等の住民負担がどう

であったかを明らかにすることもできます。 

 

 

  

（単位：百万円）

金額 割合
経常費用 73,972 100.0%

1.業務費用 43,794 59.2%

　　　（1）人件費 11,089 15.0%

　　　（2）物件費等 31,487 42.6%

          内、減価償却費 11,424 15.4%

　　　（3）その他の業務費用 1,218 1.6%

2.移転費用 30,179 40.8%

　　　（1）補助金等 10,994 14.9%

　　　（2）社会保障給付 11,913 16.1%

　　　（3）他会計への繰出金 7,006 9.5%

　　　（4）その他 266 0.4%

経常収益 2,775 3.8%

1.使用料及び手数料 1,574
2.その他 1,201
純経常行政コスト 71,198
臨時損失 523
臨時利益 48
純行政コスト 71,673

行政コスト計算書

勘定科目
一般会計等

　※表示金額は百万円単位となっており、四捨五入のた
め合計金額に齟齬が生じる場合があります。
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毎年継続的に発生する費用である経常費用は約７４０億円となっています。業務費用と

移転費用に分かれており、人件費や物件費などの業務費用が約４３８億円で５９．２％、

補助金や他会計への繰入金など外部へ支出される移転費用が約３０２億円で４０．８％と

なっています。また、貸借対照表で計上している有形固定資産や無形固定資産の１年間の

価値の目減り分である減価償却費は約１１４億円計上されています。 

一方で、サービスの対価として徴収する使用料や手数料、受取利息などが該当する経常

収益は約２８億円となっており、経常費用に対して３．８％となっています。この数字は

将来的には受益者負担が適正かどうかを検討する場合の一つの材料として使用することが

考えられます。 

臨時的に発生した損益を含めて、最終的な行政コスト（純行政コスト）は約７１７億円

となっています。この純行政コストに対してどのような財源を調達したかについては純資

産変動計算書で表されます。 

 

用語解説 

経常費用 

業務費用 

人件費 ･･････職員給与費や賞与等引当金繰入額、退職手当引当金繰入額など 

物件費等･･････職員旅費、委託料、消耗品や備品購入費（消費的性質）、施設等の維 

持修繕にかかる経費や有形固定資産及び無形固定資産の減価償却費など 

その他の業務費用･･････支払利息、徴収不能引当金繰入額、過年度分過誤納還付など 

移転費用･･････住民への補助金や生活保護費などの社会保障費、特別会計への繰出金等 

経常収益 

使用料及び手数料･･････財・サービスの対価として使用料・手数料の形で徴収する金銭 

その他･･････過料、預金利子、売上収益等 

 

臨時損失･･････災害復旧事業費、資産除売却損など 

臨時利益･･････資産売却益など 
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３ 純資産変動計算書（平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日） 

 

純資産変動計算書は、貸借対照表の純資産が、１年間でどのような要因で増減したか、

を表すもので、本年度末純資産残高は貸借対照表の純資産合計と一致します。 

行政コスト計算書には計上されていない、税収等、国県等補助金が、本表の財源の欄に

計上されています。行政コスト計算書の「純行政コスト」がマイナス要因として表示され、

財源である税収等、国県等補助金で賄えたかを表したものです。 

 

 

 行政コスト計算書で計算された純行政コスト約７１７億円に対して、市税や各種交付

金、分担金や負担金、他会計からの繰入金である税収等は約５１４億円、国県からの補

助金が２０２億円となっており、純行政コストと財源の差額は約１億円の赤字となって

います。 

 また、無償で取得した資産等の増減を加味した本年度純資産変動額は約１千万円とな

っており、これは現世代の負担によって将来世代も利用可能な資源を蓄積したことを意

味するものです。 

なお、本年度純資産変動額には減価償却費などの非資金仕訳が含まれるため資金収支

計算書の本年度資金収支額とは一致しません。 

 

用語解説 

前年度末純資産残高･･････前年度末の純資産の額（前年度貸借対照表と一致） 

純行政コスト･･･････行政活動に係る費用のうち、人的サービスや給付サービスなど、 

資産形成につながらない行政サービスに係る費用（行政コスト計算 

書の「純行政コスト」と一致） 

（単位：百万円）

一般会計等
金額

前年度末純資産残高 238,745
1.純行政コスト △ 71,673
2.財源 71,561
　　　（1）税収等 51,378
　　　（2）国県等補助金 20,183
　本年度差額 △ 112
1.固定資産の変動（内部変動） -
2.資産評価差額 △ 8
3.無償所管換等 152
6.その他 △ 20
　本年度純資産変動額 12
本年度末純資産残高 238,757

純資産変動計算書

勘定科目

　※表示金額は百万円単位となっており、四捨五入のため
合計金額に齟齬が生じる場合があります。
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 財源 

  税収等･･･････地方税、地方交付税、地方譲与税など 

  国県等補助金･･･････国庫支出金及び都道府県支出金など 

  資産評価差額･･･････有価証券等の評価差額 

  無償所管換等･･･････無償で譲渡または取得した固定資産の評価額など 

その他･･････上記以外の純資産の変動 
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４ 資金収支計算書（平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日） 

 

資金収支計算書は、単年度の資金の収支を表し、１年間の資金の増減を、業務活動収支・

投資活動収支・財務活動収支の３区分に分け、どのような活動に資金が必要であったかを

示しています。また、本年度末現金預金残高は、貸借対照表の金融資産の資金の金額と一

致します。 

業務活動収支は、日常の行政サービスを行ううえでの収入と支出を表しています。投資

活動収支は、主に固定資産形成に関する収入と支出を言います。財務活動収支とは、地方

債等の借入や元金償還に関する支出を言います。 

 
 

 経常的な業務活動収支においては、約８１億円の黒字となっています。それに対し、

投資活動収支は約５８億円の赤字となっています。 

主な投資活動支出として、公共施設等整備支出で約６０億円、基金の積立支出約９５

億円があります。主な投資活動収入として、公共施設整備に係る補助金が約３５億円、

基金の取崩収入が６１億円あります。 

財務活動収支は市債の償還と発行が関わっており、約２４億円の赤字となっています。

これは、市債を発行した額が償還額よりも少なかったためであり、貸借対照表の負債で

ある地方債の総額の減少につながっています。 

（単位：百万円）

一般会計等
金額

1.業務活動収支 8,129
　　業務支出 62,553
　　内、支払利息支出 607
　　業務収入 70,840
　　臨時支出 231
　　臨時収入 74
2.投資活動収支 △ 5,830
　　投資活動支出 17,293
　　投資活動収入 11,463

基礎的財政収支 2,906

3.財務活動収支 △ 2,390
　　財務活動支出 7,616
　　財務活動収入 5,226
本年度資金収支額 △ 90
前年度末資金残高 1,714
本年度末資金残高 1,624

前年度末歳計外現金高 330
本年度末歳計外現金増減額 △ 26
本年度末歳計外現金高 304
本年度末現金預金残高 1,928

資金収支計算書

勘定科目

　※表示金額は百万円単位となっており、四捨五入のため
合計金額に齟齬が生じる場合があります。
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Ⅲ 全体会計・連結会計財務書類 

 「Ⅰ 都城市の財務書類の公表について（５ 作成対象とする範囲）」でも述べたとおり、

全体会計とは、一般会計に特別会計や公営企業会計を含めた会計で、連結会計とは、全体

会計に一部事務組合などの関係団体を含めたものです。公営企業会計に移行を予定してい

る御池簡易水道事業特別会計、簡易水道事業特別会計については、移行期間中は連結範囲

外とし、公営企業会計移行後の決算から連結を行います。また、平成 29年度に公営企業会

計に移行した下水道事業会計、農業集落排水事業会計は、平成 29年度決算分から連結を行

います。一部事務組合・広域連合に関しましては、財務４表の提供があった団体のみを連

結対象としています。 

 

１ 貸借対照表（平成２９年３月３１日現在） 

 

 

 

  

（単位：百万円）

金額 割合 金額 割合 金額 割合 金額 割合

1.固定資産 344,560 96.6% 346,988 95.6% 1.固定負債 90,371 25.3% 90,995 25.1%

（1）有形固定資産 303,503 85.1% 304,748 83.9% 　　　（1）地方債 77,165 21.6% 77,594 21.4%

　　　事業用資産 99,028 27.8% 100,234 27.6% 　　　（2）長期未払金 - 0.0% - 0.0%

　　　インフラ資産 195,048 54.7% 195,048 53.7% 　　　（3）退職手当引当金 11,892 3.3% 11,981 3.3%

　　　物品 9,427 2.6% 9,466 2.6% 　　　（4）損失補償等引当金 - 0.0% - 0.0%

（2）無形固定資産 117 0.0% 118 0.0% 　　　（5）その他 1,315 0.4% 1,419 0.4%

（3）投資その他の資産 40,940 11.5% 42,122 11.6% 2.流動負債 9,838 2.8% 10,132 2.8%

      投資及び出資金 619 0.2% 436 0.1% 　　　（1）1年内償還予定地方債 8,120 2.3% 8,147 2.2%

      投資損失引当金 △ 16 0.0% - 0.0% 　　　（2）未払金 477 0.1% 626 0.2%

      長期延滞債権 2,011 0.6% 2,011 0.6% 　　　（3）未払費用 - 0.0% 56 0.0%

      長期貸付金 457 0.1% 457 0.0% 　　　（4）前受金 - 0.0% 18 0.0%

      基金 38,033 10.7% 39,359 10.8% 　　　（5）前受収益 - 0.0% - 0.0%

      その他 - 0.0% 23 0.0% 　　　（6）賞与等引当金 785 0.2% 816 0.2%

      徴収不能引当金 △ 164 0.0% △ 164 0.0% 　　　（7）預り金 405 0.1% 413 0.1%

2.流動資産 12,118 3.4% 16,089 4.4% 　　　（8）その他 51 0.0% 56 0.0%

（1）現金預金 7,136 2.0% 10,015 2.8% 　負債の部合計 100,209 28.1% 101,127 27.9%

（2）未収金 860 0.2% 1,006 0.3% （1）固定資産等形成分 348,613 351,041
（3）短期貸付金 271 0.1% 271 0.1% （2）余剰分（不足分） △ 92,144 △ 89,649
（4）基金 3,782 1.1% 3,782 1.0% （3）他団体等出資分 558
（5）棚卸資産 158 0.0% 1,091 0.3%

（6）その他 1 0.0% 15 0.0%

（7）徴収不能引当金 △ 90 0.0% △ 90 0.0% 　純資産の部合計 256,469 71.9% 261,950 72.1%

　資産の部合計 356,678 100.0% 363,077 100.0% 　負債及び純資産の部合計 356,678 100.0% 363,077 100.0%

　※表示金額は百万円単位となっており、四捨五入のため合計金額に齟齬が生じる場合があります。

連結会計

貸借対照表
資産の部 負債及び純資産の部

勘定科目
全体会計 連結会計

勘定科目
全体会計
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２ 行政コスト計算書（平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日） 

 

 

３ 純資産変動計算書（平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日） 

 

（単位：百万円）

金額 割合 金額 割合
経常費用 112,973 100.0% 134,742 100.0%

1.業務費用 47,897 42.4% 51,141 38.0%

　　　（1）人件費 12,110 10.7% 13,427 10.0%

　　　（2）物件費等 33,951 30.1% 35,111 26.1%

          内、減価償却費 12,278 10.9% 12,356 9.2%

　　　（3）その他の業務費用 1,836 1.6% 2,603 1.9%

2.移転費用 65,076 57.6% 83,601 62.0%

　　　（1）補助金等 51,079 45.2% 69,554 51.6%

　　　（2）社会保障給付 11,943 10.6% 11,943 8.9%

　　　（3）他会計への繰出金 1,786 1.6% 1,786 1.3%

　　　（4）その他 268 0.2% 318 0.2%

経常収益 5,233 4.6% 7,507 5.6%

1.使用料及び手数料 3,674 3,741
2.その他 1,560 3,766
純経常行政コスト 107,740 127,235
臨時損失 538 563
臨時利益 232 233
純行政コスト 108,046 127,565

行政コスト計算書

勘定科目
全体会計 連結会計

　※表示金額は百万円単位となっており、四捨五入のため合計金額に齟齬が生
じる場合があります。

（単位：百万円）

全体会計 連結会計

金額 金額
前年度末純資産残高 255,071 260,465
1.純行政コスト △ 108,046 △ 127,565
2.財源 109,271 128,877
　　　（1）税収等 75,329 84,468
　　　（2）国県等補助金 33,942 44,409
　本年度差額 1,225 1,312
1.固定資産の変動（内部変動） - -
2.資産評価差額 △ 8 △ 8
3.無償所管換等 152 152
4.他団体出資等分の増加 - -
5.他団体出資等分の減少 - -
6.その他 29 29
　本年度純資産変動額 1,397 1,485
本年度末純資産残高 256,469 261,950

純資産変動計算書

勘定科目

　※表示金額は百万円単位となっており、四捨五入のため合計金額に齟齬が
生じる場合があります。
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４ 資金収支計算書（平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日） 

 

 

 

 

 

  

（単位：百万円）

全体会計 連結会計

金額 金額
1.業務活動収支 10,352 10,687
　　業務支出 100,430 121,977
　　内、支払利息支出 803 809
　　業務収入 110,941 132,822
　　臨時支出 233 233
　　臨時収入 74 75
2.投資活動収支 △ 6,756 △ 6,811
　　投資活動支出 18,690 18,918
　　投資活動収入 11,935 12,107

基礎的財政収支 4,399 4,685

3.財務活動収支 △ 2,528 △ 2,681
　　財務活動支出 8,478 8,631
　　財務活動収入 5,950 5,950
本年度資金収支額 1,068 1,195
前年度末資金残高 5,764 8,516
本年度末資金残高 6,832 9,711

前年度末歳計外現金高 330 330
本年度末歳計外現金増減額 △ 26 △ 26
本年度末歳計外現金高 304 304
本年度末現金預金残高 7,136 10,015

資金収支計算書

勘定科目

　※表示金額は百万円単位となっており、四捨五入のため合計金額に齟齬が
生じる場合があります。
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Ⅳ 財務書類分析 

 平成２７年１月に公表された「統一的な基準による地方公会計マニュアル」の中に財務

書類活用の手引きがあります。その中で分析の視点という形で６項目の視点に対する指標

が示されています。 

 今回の指標につきましては、一般会計等財務書類から金額を引用しています。 

 

１ 資産形成度 

資産形成度は、「将来世代に残る資産はどのくらいあるか」を表したものです。決算統計

でも財政指標が既にありますが、いずれも資産形成度を表す指標ではないため、資産形成

度に関する指標は財務書類を作成することによって初めて得られるものです。 

貸借対照表は、資産の部において地方公共団体の保有する資産のストック情報を一覧表

示しており、これを住民一人当たり資産額や有形固定資産の行政目的別割合、歳入額対資

産比率、資産老朽化比率といった指標を用いてさらに分析することにより、住民等に対し

て新たな情報を提供するものといえます。 

 

 

 

表１ 平成２７年度 有形固定資産の行政目的別割合 

 

平成27年度 平成28年度

住民一人当たり資産額 1,968,420円 1,965,433円

歳入額対資産比率 3.96 3.66

資産老朽化比率 54.8% 56.2%

有形固定資産の行政目的別割合 表1参照 表2参照

指標

資産形成度
将来世代に残る資産は

どれくらいあるのか
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表２ 平成２８年度 有形固定資産の行政目的別割合 

 
２ 世代間公平性 

世代間公平性は、「将来世代と現世代との負担の分担は適切か」を表したもので、貸借対

照表上の資産、負債及び純資産の対比によって明らかにされるものです。 

世代間公平性を表す指標としては、地方財政健全化法における将来負担比率もあります

が、貸借対照表は、財政運営の結果として、資産形成における将来世代と現世代までの負

担のバランスが適切に保たれているのか、どのように推移しているのかを端的に把握する

ことを可能にするものであります。 

ただし、将来世代の負担となる地方債の発行については、原則として将来にわたって受益

の及ぶ施設の建設等の資産形成に充てることができるものであり（建設公債主義）、その償

還年限も、当該地方債を財源として建設した公共施設等の耐用年数を超えないこととされ

ています（地方財政法第 5 条及び第 5 条の 2）。したがって、地方財政においては、受益と

負担のバランスや地方公共団体の財政規律が一定程度確保されるように既に制度設計され

ていることにも留意しておく必要があります。なお、地方債の中には、その償還金に対し

て地方交付税措置が講じられているものがあるため、この点にも留意が必要です。 

 

 

※将来世代負担比率の算定につきましては、財務書類活用の手引きに詳細な数式がなかっ

たため、「地方公共団体における財務書類の活用と公表について」を参考に算出しています。 

 

平成27年度 平成28年度

純資産比率 72.6% 73.1%

社会資本等形成の世代間負担比率
（将来世代負担比率）

14.9% 14.1%

指標

世代間公平性
将来世代と現世代との
負担の分担は適切か
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３ 持続可能性（健全性） 

持続可能性（健全性）は、「財政に持続可能性があるか（どのくらい借金があるか）」を

表しており、財政運営に関する本質的な視点です。 

貸借対照表においては、退職手当引当金や未払金など、発生主義により全ての負債を捉

えることになります。 

 

 
 

４ 効率性 

効率性は、「行政サービスは効率的に提供されているか」を表しています。地方自治法に

おいても、「地方公共団体は、その事務を処理するに当っては、住民の福祉の増進に努める

とともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない」とされているも

のであり（同法第 2 条第 14 項）、財政の持続可能性と並んで住民の関心が高い視点です。 

行政の効率性については、多くの地方公共団体で取り組んでいる行政評価において個別

に分析が行われているものと考えられますが、行政コスト計算書は地方公共団体の行政活

動に係る人件費や物件費等の費用を発生主義に基づきフルコストとして表示するものであ

り、行財政の効率化を目指す際に不可欠な情報を一括して提供するものです。 

行政コスト計算書においては、住民一人当たり行政コストや性質別・行政目的別行政コ

ストといった指標を用いることによって、効率性の度合いを定量的に測定することが可能

となります。 

 

 

  

平成27年度 平成28年度

住民一人当たり負債額 539,544円 528,455円

基礎的財政収支（プライマリーバランス） 2,715,788,438円 2,906,889,233円

債務償還可能年数 6.5年 6.1年

指標

持続可能性
財政に持続可能性があるか
（どのくらい借金があるか）

平成27年度 平成28年度

効率性
行政サービスは効率的に

提供されているか
住民一人当たり行政コスト 405,035円 431,371円

指標
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５ 弾力性 

弾力性は、「資産形成等を行う余裕はどのくらいあるか」を表しています。 

財政の弾力性については、一般に、経常収支比率（経常経費充当一般財源の経常一般財

源総額に占める比率）等が用いられますが、財務書類においても、弾力性の分析が可能で

す。 

すなわち、純資産変動計算書において、地方公共団体の資産形成を伴わない行政活動に

係る行政コストに対して地方税、地方交付税等の当該年度の一般財源等がどれだけ充当さ

れているか（行政コスト対税収等比率）を示すことができます。 

これは、当該団体がインフラ資産の形成や施設の建設といった資産形成を行う財源的余

裕度がどれだけあるかを示すものといえます。 

 

 

６ 自律性 

自律性は、「歳入はどのくらい税収等で賄われているか（受益者負担の水準はどうなって

いるか）」といった住民等の関心に基づくものです。 

これは、地方公共団体の財政構造の自律性に関するものであり、財務書類についても、

行政コスト計算書において使用料・手数料などの受益者負担の割合を算出することが可能

であるため、これを受益者負担水準の適正さの判断指標として用いることができます。 

 

 

 

平成27年度 平成28年度

弾力性
資産形成等を行う余裕は

どのくらいあるか
行政コスト対税収等比率 101.6% 100.2%

指標

平成27年度 平成28年度

自律性
歳入はどのくらい税収等で

賄われているか（受益者負担の
水準はどうなっているか）

受益者負担の割合 4.2% 3.8%

指標


